
令和７年度 詳細一 般 第27回（保 全建築 ）  

 

掲示文兼入札説明書【紙入札対象案件】 

 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社の「０８－落合第二団地中層ＥＶ設置

その他工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものと

する。 

 

１ 掲示日 令和８年３月 19 日（木） 

 

２ 発注者 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功 

大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番 1 号 

 

３ 工事概要等 

（１）工事概要 

工事名 
０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事（以下、「本工事」

という。） 

工事場所 神戸市須磨区南落合２丁目２番 

工事内容 

① 建物概要 

落合第二団地 

508 号棟（５階建・40 戸） ＥＶ４基設置 

509 号棟（５階建・40 戸） ＥＶ４基設置 

512 号棟（５階建・30 戸） ＥＶ３基設置 

計３棟（110 戸） ＥＶ11 基設置 

 

② 工事概要 

イ 実施設計（契約予定工事） 

落合第二団地 508 号棟、509 号棟及び 512 号棟に設置す

るエレベーター11 基に係る実施設計並びに計画通知に係

る図書の作成及び申請作業（別冊設計条件書による） 

ロ 中層エレベーター設置工事（契約予定工事） 

落合第二団地 508 号棟、509 号棟及び 512 号棟に設置す

るエレベーター11 基の設置に要する工事（建築工事、電

気設備工事、エレベーター設置工事） 

ハ 付帯工事（当初工事） 

基盤整備工事（排水管および給水管の切回し工事、仮設

駐車場の整備、その他造成等） 
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※上記イからハを総称して「全体工事」という。なお、「当

初工事」とは、全体工事のうち先行して実施する上記ハ

の工事をいう。また「契約予定工事」とは、当初工事以外

の上記イ及びロの工事をいう。 

 

ニ エレベーターの保守管理業務 

落合第二団地508号棟、509号棟及び512号棟に設置するエ

レベーター11基の供用開始後20年間の保守管理業務 

 

※その他別冊図面及び別冊設計条件書のとおり 

 

工期 

【全体工事】 

契約日翌日から令和 10 年３月 15 日まで（予定） 

【当初工事】 

契約日翌日から令和 10 年３月 15 日まで（予定） 

【契約予定工事】 

（イ 実施設計） 

契約日翌日から令和 10 年３月 15 日まで（予定） 

※ただし、実施図面を令和８年 10 月、計画通知の申請を令

和９年１月までに完了させること。 

（ロ 中層エレベーター設置工事） 

令和８年 11 月２日から令和 10 年３月 15 日まで（予定） 

 

なお、中層エレベーター設置工事については、令和９年度

の補助金対象となっていることから、行政協議等により工事

工期に遅延が生じる場合、以下の指定部分を設定し一部完成

検査を行う場合がある。 

一次指定部分：基盤整備工事及び中層エレベーター設置工事 

一次指定工期：令和 10 年３月 15 日まで 

 

(２) 工事の実施形態 

① 本工事の落札者は、当機構と別添１「設計・施工に関する覚書（以下、

「設計・施工に関する覚書」という。）」を交換後速やかに、別冊設計条

件書に記載する附帯工事に係る工事請負契約（以下「当初契約」という。）

を締結すると同時に別添２「エレベーター保守管理業務に関する覚書」

を交換し、別冊設計条件書に記載する中層エレベーター設置工事に係る

実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工

に関する覚書」に基づき、当初契約を変更した工事請負契約を締結する。 

また、全体工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する
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覚書」に基づき、別添３「協定書」を締結する。 

② 本工事においては、資料の提出及び入札等を紙入札方式により行い、

電子入札システムは適用しない。 

③ 本工事は、建設業法（昭和24 年法律第100号）第26条第３項ただし書

第二号の規定の適用を受ける監理技術者（専任特例２号）の配置を認め

ない工事である。 

④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休２日を達

成するよう工事を実施する「週休２日促進工事（発注者指定方式）」であ

る。なお、実施方法等については、現場説明書の記載による。 

⑤ 本工事の積算に当たっては、令和８年３月から適用する公共工事設計

労務単価を適用している。 

(３) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法 

設計図面及び現場説明書はCD-Rデータにより無償で交付する。ただし、

発送に係る費用（地域により異なる。）は申請者が負担すること。 

交付を希望する場合は、添付している別紙１「図面等（CD-R）申込書」

を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領後より３

営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複

写・製本業務等受注者「(株)京阪工技社」から着払い便で発送する。（年

末年始（12月29日～１月３日）、土曜日、日曜日及び祝日は営業日として

数えない。）。３営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認する

こと。 

FAX受付期間：令和８年３月19日(木)から令和８年４月10日(金)まで

の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時30分

から午後５時まで。 

FAX送付・問合せ先：独立行政法人都市再生機構西日本支社 

総務部  調達管理課 

電話 06‐4799‐1035 

FAX  06‐4799‐1043 

 

４ 競争参加資格 

(１) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都

市再生機構達第 95 号）第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でな

いこと。 

(２) 当機構関西地区における令和７・８年度の一般競争参加資格について、

「保全建築」又は「機械設置」の認定を受けていること。もしくは、同

地区における令和７・８年度の一般競争参加資格について「保全建築」

の認定を受けた者と「機械設置」の認定を受けた者の共同申し込みであ

ること。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の
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決定後、当機構西日本支社長（以下「支社長」という。）が別に定める

手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」又は「機械

設置」の再認定を受けていること）。 

(３) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記４(2)の再

認定を受けた者を除く）でないこと。 

(４) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件

工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていな

いこと。 

(５) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者

として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為と

は、当機構発注工事（(株)ＵＲコミュニティを含む。）において、重大な

瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為

をいう。 

(６) 本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若

しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 

(７) 当機構西日本支社又は(株)ＵＲコミュニティ(住まいセンターを含

む。)が発注した関西地区での工事成績について、申請書等の提出期限日

前 1 年以内の期間に完成したのものにおいて 60 点未満のものがないこ

と。(通知されていないものを除く。) 

(８) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者

でないこと。（詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係

規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙「暴力

団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参

照。） 

(９) 次の①又は②に掲げる条件を満たす者とする。 

① 単独申込み（設計業者が申込者の一員になる場合を含む）の場合 

イ 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条に基づく建築士事務所登録

を行い、実施設計を行うことができる者であること又は同登録を行

っている建築士事務所に実施設計を行わせることができる者。 

ロ エレベーターシャフトに係る実施設計の実績（下請負によるものも

含む）を有する者。 

ハ 設計業者を申込者の一員とする場合には、当機構関西地区における

令和７・８年度の一般競争参加資格について、「建築設計」の認定を

受けている者で、一級建築士事務所登録のある者とすること。 

ニ 申込者若しくは申込者の一員となる設計業者が、建築基準法（昭和

25年法律第201号）第６条に基づく申請上の主たる設計者となるこ

とができる者。 

ホ 平成23年度以降（平成23年４月１日から申請書及び資料の提出日の

前日まで）に元請として完成し引渡しの済んでいるもののうち、別
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表に示す施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績

は、出資比率20％以上のものに限る。また、工事費は出資比率で按

分した金額を実績とする。）。 

② 共同申込み（設計業者が申込者の一員になる場合を含む）の場合 

異工種特定建設工事共同企業体の構成員として、下記イの異工種特定

建設工事共同企業体構成員基準に基づいて結成された異工種特定建設工

事共同企業体であり、かつ、下記ロaに基づき当機構から本工事に係る競

争参加資格の認定を受けた異工種特定建設工事共同企業体でなければな

らない。なお、設計業者を申込者の一員とする場合には、上記①ロ～ニ

の条件を満たすものとする。 

イ 異工種特定建設工事共同企業体構成基準 

a 構成員の数及び組合せ 

上記(１)～(８)の要件を満たす２者以内（設計業者を除く）の

組合せとする。 

b 構成員の技術的要件 

代表者は、上記(９)①イ～ホの要件を満たすものとする。 

代表者以外は、上記(９)①ホの要件を満たすものとする。 

c 出資比率及び代表者の要件 

各構成員の出資比率は、30％以上とする。ただし、代表者は、

分担工事割合の大きい構成員とし、代表者が監理技術者を配置す

ること。 

ロ 異工種特定建設工事共同企業体の登録申請等 

a 登録申請 

本工事の競争に参加を希望する異工種特定建設工事共同企業

体は、令和８年４月３日(金)までに共同請負入札参加資格審査申

請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出し、当機構が示し

た事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として登録

を受けなければならない（別紙２参照）。なお、下記８(２)①の提

出期限内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと

認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。 

b 認定資格の有効期間 

認定の日から本工事が完了する日までとする。ただし、落札者

以外の者にあっては、本工事に係る請負契約が締結される日まで

とする。 

(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業

年数が５年以上あること。 

(11) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配

置できること。ただし、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第

３項及び建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27 条第１項に該

当する場合は、当該技術者は専任とすること。 

- 5 -



① 一級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれ

らと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者で

あること。 

② 平成23年度以降（平成23年４月１日から申請書及び資料の提出日の前

日まで）に元請として完成引渡しの済んでいる別表に示す施工実績を

有する者であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満た

さない場合は、同種工事の経験とはみなさない。 

イ 別表に示す施工実績の工事着工日（現場施工に着手する日）時点で

上記①の資格を有していること。 

ロ 対象建築物の工事着工日から竣工日（建築主事等及び当機構による

完成検査完了日。是正項目がある場合は是正工事完了確認日）まで

の全ての期間に従事していること。 

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する者又はこれに準ずる者であること。 

④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用

関係とは申請書等の提出日以前に３か月以上の雇用関係があること

をいう。 

(12) 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第 129 条及び国

土交通省関連告示を満足するものであること。また、品質等は別冊設計

条件書に定めるところによる。 

(13) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者（以下「保守

管理会社」という）は、次の要件を満たすこと。 

① 保守管理会社は、別冊設計条件書に添付する「昇降機保守管理契約書」

及び「昇降機保守管理業務仕様書」（以下「保守管理業務仕様書等」と

いう。）に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有

する者であること。 

② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動

可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通

報を受けてから 30 分以内（ただし、広域災害の場合は除く）に現地に

到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じ

る体制を工事完了までに有すること。 

③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する｢自動通報シス

テム｣を有していること。 

④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式（機

械室あり又は機械室なし）の項目及び内容について、保守管理会社の

監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有するこ

と。 

⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。 

⑥ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職

業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制
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が整備されていること。 

⑦ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有している

こと。 

⑧ 保守管理会社は、工事完成までに当該年度の当機構関西地区における

一般競争参加資格について、「役務提供」のうち「サービス」又は「そ

の他」の資格を有すると認定された者であること。 

(14) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場

担当者を配置できること。 

なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、

次の要件を満たす者とする。 

① 現場責任者 

昇降機の点検実務経験を 15 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験

を５年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当

者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 

② 現場担当者 

昇降機の点検実務経験を 10 年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験

を３年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業

等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。 

(15) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。 

① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。 

② 施工に当たって会社の施工部門と品質管理部門がそれぞれ独立した体

制をとることができること。 

(16) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していな

い建設業者でないこと。 

① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義

務 

③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出の義務 

(17) 別冊設計条件書に基づく設計計画が適正であること。 

 

５ エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結 

工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、

競争参加資格確認申請書の提出時に様式６「エレベーターの保守管理業務に

係る確認書」及び様式７「保守管理業務関係申告書」の提出、並びに工事完

了時に別添３「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複

数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。

また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定

書の締結を行うものとする。 

 

６ 設計業務等の受託者等 
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(１) 上記４(６)の「本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者」とは、

次に掲げる者である。 

・株式会社窓建コンサルタント 

・株式会社福永積算 

・大和設備設計 

・アーバンテクノ 

・宏英コンサルタント株式会社 

・株式会社アランズデザイン 

(２) 上記４(６)の「当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設

業者」とは、次の①又は②に該当するものである。 

① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はそ

の出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。 

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を

兼ねている場合における当該建設業者。 

 

７ 担当部署 

(１) 令和７・８年度の一般競争参加資格の認定に関すること 

① 申請方法について 

当機構ＨＰを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」 

② 問い合わせについて 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番１号 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

総務部調達管理課 （電話 06-4799-1035） 

(２) その他入札手続きについて 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番１号 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

総務部調達管理課 （電話 06-4799-1035） 

(３) 公募条件及び申請書及び資料に関する事項について  

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番１号 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

技術監理部企画第２課 （電話 06-4799-1138） 

(４) 設計条件書、設計図書に関する事項について  

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番１号 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

技術監理部企画第２課 （電話 06-4799-1138） 
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８ 競争参加資格の確認 

(１) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを

証明するため、下記（２）に従い、申請書等を提出し、支社長から競争

参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

上記４(２)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出するこ

とができる。この場合において、上記４(１)及び(３)から(17)に掲げる

事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記４(２)に掲げる事

項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認する

ものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時

において上記４(２)に掲げる事項を満たしていなければならない。 

この場合、下記の【一般競争参加資格の申請について】のとおり一般

競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）及び添付書類を提出

して、建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請すること（詳細

は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加

資格→工事の「随時受付」事項を参照）。 

【一般競争参加資格の申請について】 

①申請期間（到着期限）：令和８年３月 19 日(木)から令和８年４月３

日(金)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末

年始（12 月 29 日～１月３日）を除く毎日、

午前９時 15 分から午後５時 40 分まで（午

前 11 時 45 分～午後０時 45 分を除く。） 

②申請先：〒860－0804 熊本県熊本市中央区辛島町５－１日本生命熊

本ビル 12 階 

令７・８資格審査担当 (電話 096－288－1652) 

③申請方法：原則として電子メール方式による。（詳細は、上記ＨＰ

中「電子メール申請ガイド」に従うこと。）。上記①到

着期限の１営業日前正午までに上記７(2)まで事前に連

絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後５時 40 分

までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及

びパスワード（有効期限有）通知メールの受信を完了

し、上記①到着期限までに申請書類の格納を完了する

こと。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加す

ることができない。 

(２) 本工事の申請書等の提出期間、場所、方法について 

① 提出期間：令和８年３月 23 日(月)から令和８年４月 10 日(金)までの

土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始（12 月 29 日～１月

３日）を除く毎日、午前 10 時から午後５時（ただし、正午

から午後１時の間は除く。）まで 

② 提出場所：上記７(３)に同じ 

③ 提出方法：申請書および資料の提出は、郵送（書留郵便に限る。上記
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①の提出期間内に必着。）、又はあらかじめ提出日時を上

記②に連絡の上、持参すること。電送によるものは受け付

けない。 

(３) 申請書は、様式１により作成すること。 

(４) 資料は、別紙３「申請書類作成の手引き」を参考に、次に従い作成す

ること。なお、下記②の「同種工事」の施工実績及び③の配置予定技術

者の「同種工事」の経験については、平成 23 年度以降（平成 23 年４月

１日から申請書及び資料の提出日の前日まで）に元請として完成し引渡

しの済んでいるものに限り記載すること。 

① 設計実績 

上記４(９)①ロに掲げる資格があることを判断できるエレベーター

シャフトの設計実績を様式２に記載すること。記載する実績の件数は１

件でよい。 

② 施工実績 

上記４(９)①又は②に掲げる資格があることを判断できる同種工事

の施工実績を様式３に記載すること。記載する実績の件数は１件（共同

申し込みの場合は、代表者及び代表者以外の構成員で各１件ずつ計２件）

とする。 

③ 配置予定技術者 

上記４(11)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の

資格・従事状況を様式４、同種工事の工事経験を様式３に記載すること。

記載する工事経験の件数は１件でよい。なお、配置予定技術者として複

数の候補技術者の資格及び工事経験を記載することもできる。 

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合

において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置するこ

とができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、

直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより

配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合

においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

④ 契約書及び図面等の写し 

イ 上記①設計実績及び②施工実績として記載した実績を証明できる書

類（請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書、下請負

に関する契約書、工事仕様書、設計図書等）の写しを提出すること。 

ロ 上記③の工事経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る

設計図書等の写しを提出すること。 

⑤ 監理技術者・主任技術者又は現場代理人として必要な期間に継続して

従事したことが証明できる書類及び監理技術者資格証明証の写し

（表・裏）を提出すること。 

なお、平成16年３月１日以降に資格者証の交付を受けた者は監理技

術者講習修了証の写しを、平成16年２月29日以前に監理技術者講習を
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受けた者であって平成16年３月１日以降に監理技術者資格証明証の

交付を受けた者は指定講習受講修了証の写しを併せて提出すること。 

⑥ 建設業許可申請書及び通知書の写し 

⑦ 施工体制等に係る資料 

上記４(14)に掲げる体制があることを様式５に記載する。なお、自

社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。 

⑧ エレベーターに係る評価書の写し 

上記４(12)に掲げる資格があることを判断できるものとして、公共

住宅建設工事共通仕様書に定める「機材の品質・性能基準」による有

効な評価書の写しを１基種分（機種は問わないものとする。）提出する

こと。（エレベーター製造事業者が複数いる場合はエレベーター製造

事業者毎に１基種分提出すること。） 

⑨ エレベーターの保守管理業務に係る確認書 

様式６「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されて

いる様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。なお、保

守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出とするこ

と。 

⑩ エレベーターの保守管理業務関係申告書 

様式７「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び様式８「遠隔

点検仕様申告書」に基づいて作成のうえ提出すること。ただし、様式

７については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式

でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守

管理会社毎に作成し提出とすること。 

⑪ 施工マニュアル 

様式９に記載されている項目について作成のこと。なお、自社マニ

ュアルがあれば、これをもって代えられる。 

⑫ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し等 

上記４(16)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の

経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提

出すること。 

なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において

社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合に

は元請適用除外誓約書（様式10）を、未加入であった 者がその後加入

をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出する

こと。 

健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に

示すいずれかの書面とする。 

・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し 

・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し 

・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通
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知書の写し 

雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの

書面とする。 

・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 

料申告書の写し 

・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知

書）の写し 

⑬ 設計提案書 

上記４(17)に示す「設計計画が適正であること」を確認するために、

別冊設計条件書に基づき作成し提出すること。なお、提出された設計

提案書について後日ヒアリングを実施する場合がある。 

(５) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された

場合、競争参加資格を認めない。 

(６) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、

その結果は令和８年５月 13 日（水）までに通知する。 

(７) その他 

① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 発注者は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者

に無断で使用及び公表しない。 

③ 提出された申請書等は返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 申請書等に関する問い合わせ先：上記７（３）に同じ。 

 

９ 苦情申立て 

(１) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格

がないと認めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説

明を求めることができる。 

① 提出期限： 令和８年５月 20 日（水）午後５時 

② 提出場所： 上記７（２）に同じ。 

③ 提出方法：提出については、内容を説明できる者が上記提出場所へ持

参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

(２) 発注者は、説明を求められたときは、令和８年５月 27 日（水）までに

説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数

が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあ

る。 

(３) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を

欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 

(４) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書

面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 
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10 再苦情申立て 

(１) 上記９(２)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日

から７日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１

条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以

内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うこ

とができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議

を依頼するものとする。 

① 受付場所：上記７（２）に同じ。 

② 受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午

後５時まで（ただし、正午から午後１時の間は除く）。 

(２) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委

員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して７日（休日を含ま

ない。）以内に、その結果を書面により回答する。 

(３) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を

欠くと認められるときは、申立て後７日（休日を含まない。）以内にその

申立てを却下する。 

(４) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提

出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表

する。 

(５) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 

上記(１)①に同じ。 

 

11 掲示文兼入札説明書に対する質問及び追加説明について 

(１) この掲示文兼入札説明書（別冊設計条件書、設計図書、現場説明書等

を含む。）に対する質問がある場合は、次に従い、書面（質問書様式別添

４）及び電子データ（Microsoft Excel 作成）により提出すること。 

① 提出期間：令和８年４月 13 日(月）から令和８年５月 13 日(水）まで

の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午

後５時まで 

② 提出場所：上記７（３）に同じ。 

③ 提出方法：あらかじめ７(３)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定され

た日時に持参すること。郵送又は電送によるものは受け

付けない。 

(２) 上記(１)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

① 閲覧期間：令和８年５月 20 日(水)から令和８年６月２日(火）までの

土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後５時まで 

② 閲覧場所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13 番１号 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21 階 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

③ 閲覧方法：あらかじめ７(３)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定され

- 13 -



た日時に行うこと。 

(３)  「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比（保

守管理業務費内訳額／ 予定価格）」及び、その他追加説明がある場合に

は、次の通り閲覧に供する。 

① 閲覧期間：上記（２）①に同じ。（予定） 

② 閲覧場所：上記（２）②に同じ。 

③ 閲覧方法：上記（２）③に同じ。 

 

12 入札書、工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出期限、提出場所及

び提出方法 

提出期限：令和８年６月２日（火）正午まで 

提出場所：上記７（２）に同じ 

提出方法：上記提出期限と同日同時刻までに必着での書留郵便による郵

送とする。封をした入札書（様式は別添５を参照）と、工事

費内訳書及び保守管理業務内訳書を表封筒にまとめ、書留郵

便により上記提出場所へ郵送すること。持参又は電送による

ものは受け付けない。 

 

13 開札の日時及び場所 

開札日時：令和８年６月３日（水）午前 10 時（予定） 

開札場所：独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室 

※入札者の立会は不要とする。 

 

14 公正な入札の確保 

入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 

(１) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22 年法律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

(２) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参

加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価

格を定めなければならない。 

(３) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格

を意図的に開示してはならない。 

 

15 入札方法等 

(１) 入札参加者は、全体工事及び上記３(１)②ニに示す業務（以下「保守

管理業務」という。）ごとに見積った金額の合計額をもって入札するもの

とする。 

(２) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分

の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、
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入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する

金額を入札書に記載すること。 

(３) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。ただし、２回目の入

札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、２回目の入

札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。な

お、見積もり合わせの執行回数は、原則として２回を限度とする。 

(４) 個別工事のそれぞれの契約金額（税抜き）は、「予定価格における個別

工事の構成比（内訳額／予定価格）」を落札者の入札額に乗じた額（百円

以下四捨五入）をもって機構が定めるものとする。 

 

16 入札保証金及び契約保証金 

(１) 入札保証金 免除 

(２) 契約保証金 請負代金額の 10 分の１以上を納付。ただし、金融機関又

は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約

の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査

を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の 10 分

の３以上とする。 

 

17 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出 

(１) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応す

る工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を提出すること。 

提出期限：上記12に同じ 

提出場所：上記７（２）に同じ 

提出方法：上記12に同じ 

(２) 工事費内訳書は、個別工事ごとに作成すること。個別工事とは上記３

(１)②イからハに示す工事をいう。様式は自由であるが、別に示す記載

方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応

するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応す

るものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。また、材料費、

労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共

済契約に係る掛金を記載すること。 

 保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、

直接業務費、業務管理費、一般管理費、法定福利費を記載し、数量、単

価、金額等を号機毎に明らかにすること。 

工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書には、商号又は名称並びに住

所及び工事件名を記載すること。工事費内訳書を提出する際、会社印及

び代表者（又は代理人）印の押印が必要であるが、本件責任者・担当者・

連絡先（電話番号）を記載することで押印を省略できる。 
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(３) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求

めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 

(４) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第７条第９号に該当する

無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効と

する。 

① 未提出であると認められる場合（未提出であると同視できる場合を含

む。） 

イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

ロ 内訳書とは無関係な書類である場合 

ハ 他の工事の内訳書である場合 

ニ 白紙である場合 

ホ 内訳書に押印が欠けている場合又は内訳書に本件責任者・担当者・

連絡先（電話番号）の記載がない場合 

へ 内訳書が特定できない場合 

ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 

② 記載すべき事項が欠けている場合 

イ 内訳の記載が全くない場合 

ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしてい

ない場合 

③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合 

イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合 

④ 記載すべき事項に誤りがある場合 

イ 発注者名に誤りがある場合 

ロ 発注案件名に誤りがある場合 

ハ 提出業者名に誤りがある場合 

ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 

⑤ その他未提出又は不備がある場合 

 

18 開札 

入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、入札参加者は

開札に立会不要であるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構から

の連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。 

 

19 入札の無効 

本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に

虚偽の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示

した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った

者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の

時において上記４に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当す
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る。 

 

20 落札者の決定方法 

(１) 入札参加者は全体工事費入札価格とエレベーターの保守管理業務にお

ける入札費用（以下「保守管理業務入札費用」という）の合計価格が、

独立行政法人都市再生機構会計規程（平成 16 年独立行政法人都市再生

機構規程第４号）第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内で、かつ、工事費入札価格及び保守管理業務入札費用のそれぞ

れが、当機構の予定した工事予定価格及び保守管理業務予定費用の制限

の範囲内で、その合計金額が最低の価格をもって入札した者（以下、「最

低価格入札者」と言う。）を落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当

該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると

き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもっ

て入札した者を落札者とすることがある。 

なお、落札となるべき同価格の入札をしたものが２社以上ある時は、

くじ引きにより落札者を決定する。 

(２) 最低価格入札者の全体工事の入札価格が、「低入札価格調査に関する

事務取扱いについて」（平成 16 年独立行政法人都市再生機構通達 34-61）

に定める調査基準価格に満たない場合は、別紙４のとおり低入札価格調

査の実施に伴う調査資料等の提出を求める。 

(３) 上記（１）のただし書きに該当し、入札（見積）心得書第９条第２項

に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると

認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙５

「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合に

は、工事成績評定点を減ずる。 

(４) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等に

ついては、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費

用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20 年間点検保守を実

施するために必要な額とする。（ただし、供用開始後３ヶ月を経過する日

の属する月の月末までは無償とする。） 

なお、入札書に記載する「保守管理業務入札費用」は、１基当りの１

ヶ月分の費用に、今回の設置基数及び保守管理業務月数を乗じた額（消

費税及び地方消費税を除く。）とする。 

（参考）エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式 

１号機+２号機+ｎ号機 ＝保守管理業務入札費用（総合計金額） 

１号機：○○円/月 × 237 ヶ月（12 ヶ月/年 × 20 年 －3 ヶ月） 

２号機：○○円/月 × 237 ヶ月（12 ヶ月/年 × 20 年 －3 ヶ月） 
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ｎ号機：○○円/月 × 237 ヶ月（12 ヶ月/年 × 20 年 －3 ヶ月） 

 

21 支払条件 

前金払 40％以内、中間前金払又は部分払 (どちらか一方を選択)及び完成払。

ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書

第 34 条第１項中「10 分の４」を「10 分の２」に、第７項中「10 分の４」を「10

分の２」に、「10 分の６」を「10 分の４」に、第９項中「10 分の５」を「10 分

の３」に、「10 分の６」を「10 分の４」に読み替えるものとする。 

 

22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無 ： 無  

 

23 建設業法第 20 条の２第２項に基づく通知について 

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24

年 法第 100 号）第 20 条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に

影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契

約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまで（設

計・施工一括発注方式にあっては、覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入

札で発注する場合にあっては、協定を締結するまで）に、当機構に対して、別

紙６「通知書」を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せ

て通知すること。 

提出期限：契約書等の提出と合わせて提出すること。 

提出場所：上記７（２）に同じ。 

提出方法：持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けな

い。 

 

24 その他 

(１) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(２) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を

厳守すること。※ 別冊入札心得及び別冊契約書案等については、UR 都

市機構ホームページ https://www.ur-net.go.jp/ に掲載。 

(３) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要

領に基づく指名停止を行うことがある。 

(４) 落札者は、上記８(２)の資料に記載した配置予定技術者を当該工事の

現場に配置すること。なお、配置予定技術者の変更は、原則として認め

ない。 

(５) 落札者（下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。）は、重要な情報

及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管

理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」

（当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入
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札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照）を契

約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場

合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならな

い。 

(６) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用

に関する特約条項」（当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・

契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約

書等を参照）を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 

(７) 入札参加者は、入札参加にあたっては、工事概要を踏まえ、建設業法

上、適切な許可業種を取得していること。また、施工に当たっては、建

築基準法、建設業法その他の関係法令を遵守すること。 

(８) 既存建物の居住者等との協議の結果等によっては、予定した設置基数

が増減する場合があること。 

(９) 当機構が取得した文書（例：競争参加資格確認申請書等）は、「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13年法律第 140号）

に基づき、開示請求者（例：会社、個人等「法人・個人」を問わない。）

から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地

位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 

(10) 第１回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日

時については、発注者から指示する。 

(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見

直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）において、独立行政法

人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就

職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなど

の取組を進めるとされているところです。 

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構の

ホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供

及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っ

ていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された

ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報

提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表

させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 

① 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以

上を占めていること 

ロ 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職して

いること又は課長担当職以上の職を経験した者（課長担当職以
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上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

② 公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物

品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金

額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者（当機構ОＢ）

の人数、職名及び当機構における最終職名 

ロ 当機構との間の取引高 

ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合

が、次の区分のいずれかに該当する旨 

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は

３分の２以上 

ニ １者応札又は１者応募である場合はその旨 

③ 当方に提供していただく情報 

イ 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人

数、現在の職名及び当機構における最終職名等） 

ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構と

の間の取引高 

④ 公表日 

契約締結日の翌日から起算して７２日以内 

(12) 本工事の履行にあたり、工事受注者は現場説明書を遵守すること。ま

た、本工事は第三者による工事監理者を配置する。 

(13) 本工事について、以下の対応が発生する。 

① 独立行政法人都市再生機構西日本支社工事発注担当職員及び監督員に

よる「施工体制」、「施工状況」、「品質」、及び「下請けへの支払

い条件（支払い内容の確認・書類提出を含む）」等に関して「着工前

（着工会議等）」、「施工中（定例会議等）、「施工後」にヒアリン

グを実施する。 

② 上記①による問題点、是正点等が認められた場合は、発注担当職員又

は監督員により適宜、是正指導を行う。 

(14) 本工事の申請書様式等については、上記３(3)による CD-R 交付（ＦＡ

Ｘ申込）の際にデータを同封する。 

(15) 本工事は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者（及び

近隣住民等）に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセン

ターと連携して対応することに留意されたい。 

以上 
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別表） 

  別表 競争参加資格に求める同種工事要件 

 

別紙） 

別紙１ 図面等（CD-R）申込書  
別紙２ 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き 

別紙３ 申請書類作成の手引き 

別紙４ 低入札価格調査について 

別紙５ 低入札価格調査確認書等  
別紙６ 建設業法第 20 条の２第２項に基づく通知書  

 
様式） 

様式１ 競争参加資格確認申請書 

様式２ 「設計実績」に係る資料 

様式３ 「施工実績」に係る資料一覧 

様式４ 「配置予定技術者」に係る資料（資格・従事状況） 

様式５ 「施工体制」に係る資料（契約不適合処理体制）（施工体制・品

質管理体制） 

様式６ エレベーター保守管理業務に係る確認書  
様式７ エレベーター保守管理業務関係申告書  
様式８ 遠隔点検仕様申告書 

様式９ 保全工事に係る施工マニュアル記載事項例  
様式 10  適用除外誓約書  

 

別添） 

別添１ 設計・施工に関する覚書 

別添２ エレベーター保守管理業務に関する覚書  
別添３ 協定書  
別添４ 質問書様式 

別添５ 入札書様式 
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 別表  
 

 

 

１ 単体の申込者 

   企業実績：下表 ①から③のいずれかの実績を１件 

   配置予定技術者：下表 ①から③のいずれかの実績を１件 

 

２ 特定建設工事共同企業体の申込者 

(1) 代表者 

  企業実績：下表 ①から③のいずれかの実績を１件 

   予定配置技術者：下表 ①から③のいずれかの実績を１件 

(2) 代表者以外の構成員 

企業実績：下表 ①から③のいずれかの実績を１件 

 

表 

工事種別  
元

請 

実績年数

※１ 
工事内容  

金額 

（ 税 込 ）  

① Ｅ Ｖ設置工事  ● 15年以内  

地上３階 建て以上かつ 

RC造又はSRC造又はS造の 

居住中の共同住宅における 

Ｅ Ｖ設置工事  

５千万円  

以上※２ 

② 耐震改修工事  ● 15年以内  

耐震改修促進 法第14条1項に 

該当する建築物における 

耐震改修工事  

５千万円  

以上※３ 

③ 新築工事  ● 15年以内  

地上３階 建て以上かつ 

RC造又はSRC造の 

新築工事  

１億円  

以上 

 

※１ 実績年数の15年以内とは、平成23年度以降（平成23年4月1日から申請書

及び資料の提出日の前日まで）をいう。 

※２ EV設置工事以外の工事を含む場合、EV設置工事に係る部分の工事の請負

金額が税込５千万円以上であること。 

※３ 耐震改修工事以外の工事を含む場合、耐震改修工事に係る部分の工事の

請負金額が税込５千万円であること。 

 

競争参加資格に求める同種工事要件 
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別紙１ 

 

ＦＡＸ申込書  

 

【調達管理課 FAX 番号：06-4799‐1043 】 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

図面等（ＣＤ－Ｒ）申込書 

申込日：令和  年  月  日 

 

工 事 件 名 

 

０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事 

申 

込 

者 

会 社 名  

住   所 

（送付先） 

〒   － 

 

 

担当部署名  

 

担当者氏名  

連 絡 先 

 

 

 

電話番号    －    － 

そ 

の 

他 

  

 

※図面等は全て CD-R での発送となり、紙による図面等の発送は行わない。 

※着払い便にて発送する。 

※CD-R は、FAX 受領日の 3営業日までに到着するように発送することに努める。 

図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。 
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別紙２ 

 
（ＪＶ様式１）  

 

共同請負入札参加資格審査申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

支社長 高原 功 殿 

 

 

 

（共同企業体の名称）○○・○○建設工事共同企業体 

代表者 住    所 

商号又は名称 

 代表者氏名           印 

 

 

 

 

この度、連帯責任によって（工事名称）０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事

（追加工事を含む。）の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及

び委任状を添えて、当該工事の一般競争（指名競争）入札に参加する資格の審査を申請

します。 

なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約し

ます。 

 

以 上 
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（ＪＶ様式２） 

特定建設工事共同企業体協定書 
（目的） 

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 

一 独立行政法人都市再生機構発注に係る０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事

（当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。）

の請負 

二 前号に付帯する事業 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、○○建設工事共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、  年  月  日に成立し、建設工事の請負契約の履行後３か月

を経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわら

ず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

○○県○○市○○町○○番地  ○○建設株式会社 

○○県○○市○○町○○番地  ○○建設株式会社 

（代表者の名称） 

第６条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び

監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金（前払金及び部分払金を

含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発

注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。 

○○建設株式会社  ○○％ 

○○建設株式会社  ○○％ 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価する

ものとする。 

（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるも

のとする。 

（構成員の責任） 

第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。 

（取引金融機関） 

第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けら

れた別口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。 

（利益金の配当の割合） 

第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員

に利益金を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成

員が欠損金を負担するものとする。 
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（権利義務の譲渡の制限） 

第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成

する日までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、

残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割

合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有してい

る出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、

欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に

負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 

（構成員の除名） 

第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行そ

の他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承

認により当該構成員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第２項から第５項ま

でを準用するものとする。 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前

条第２項から第５項までを順用するものとする。 

（解散後の契約不適合担保責任） 

第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、

各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

○○建設株式会社ほか１社は、上記のとおり○○建設工事共同企業体協定を締結したの

で、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自１通を

保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

住    所 

商号又は名称 

 

代 表 者 氏 名                 印 

 

住    所 

商号又は名称 

 

代 表 者 氏 名                 印 
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（ＪＶ様式３） 

 

委   任   状 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

支社長 高原 功 殿 

 

 

（共同企業体の名称）○○○○建設工事共同企業体 

共同企業体  住    所 

構 成 員  商号又は名称 

代 表 者 氏 名                 印 

 

 

私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との（工事

名称）０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事（追加工事を含む。）契約について、

下記の権限を委任します。 

 

受  任  者  住    所 

共同企業体代表  商号又は名称 

代 表 者 氏 名                 印 

 

記 

 

（委任事項） 

１ 見積及び入札について 

２ 契約に関すること 

３ 支払金の請求及び領収について 

以 上 
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別紙３ 

 

申請書類作成の手引き 
 

「０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事」に係る競争参加資格の確認

について提出する書類等は、以下に基づき作成、提出してください。 

 

１ 提出に関する留意事項 

(1) 申請書および資料の提出は、郵送（書留郵便に限る）、または内容を説

明できる方が持参して下さい。 

(2) 持参の場合、提出希望日の３営業日前までに、入札説明書７(３)まで連

絡してください。 

(3) 提出部数は、申請書１部、設計提案書２部とします。 

(4) 返信用封筒として、住所・会社名、担当者名を記載し切手（簡易書留料

金 460 円分）を貼った長３号封筒を申請書及び資料と同時に提出してくだ

さい。 

(4) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。 

(5) 申請書の受付印を希望される場合には、様式１の写しに機構で押印して

返却します。 

郵送の場合は、様式１の写し及び返信用封筒（住所・会社名、担当者名

を記載のうえ、切手（簡易書留料金 460 円分）を貼った長３号）を上記(4)

とは別にもう 1 通提出してください。 

持参の場合は、申請書類のほかに様式１の写しを用意のうえ持参し、そ

の旨申し出て下さい。 

 

２ 添付資料に関する留意事項 

(1) 記載方法全般 

・添付する資料は「写し」で構いません。 

・様式記載の添付資料該当箇所に「赤マーク」を記載してください。 

（例）様式に「R○年○月○日から R○年○月○日」の工期を記載する場

合は、その根拠となる契約書を添付し、契約書の工期の箇所を赤マーク

する。 

(2) CORINS 登録 様式３  

・同種工事要件については、CORINS 登録内容だけでは確認できない場合

が多いため、CORINS に記載がない場合、設計図書等は必ず添付してく

ださい。 

・CORINS 登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を

確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。 

(3) 資料の省略 様式３  

・CORINS 登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確

認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代える

ことができます。 

・同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同

一の場合は、確認できる資料を兼用して構いません。 

(4) 配置予定技術者の同種工事施工実績 様式３  

・従事期間が確認できる資料（CORINS 登録、経歴書等）は必ず添付して

下さい。 

(5) 民間工事の取扱い 様式３  

・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全

衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に基づく「特定元方事業者の事業開
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別紙３ 

始報告」の写しを提出してください。(民間工事に関するすべての資料

については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがありま

す。) 

(6) 添付資料の構成 

「設計実績、施工実績」に添付する資料で確認する内容は以下のとおり

です。 

様式２、３の表紙に記載する各項目が確認できる資料を添付してくだ

さい。なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載

されているページを適宜抜粋して添付資料としてください。 

① 設計実績 

添付資料の例 確認する内容（様式表紙に記載） 

契約書、注文書、引渡書 設計者、設計名称、工期 

確認済証 工期（末） 

設計図書（建物概要、各階平面図、

立面図等） 

設計者、設計名称、建物概要（○造、

用途、○階建） 

ＪＶ協定書 ＪＶ構成比率 

 

② 同種工事実績 

添付資料の例 確認する内容（様式表紙に記載） 

契約書 
施工者、工事名称、工期、施工場所、

工事請負金額 

設計図書（建物概要、各階平面図、

立面図等） 

施工者、工事名称、建物概要（○造、

用途、○階建） 

内訳書 
複数の工事が含まれる場合の、同

種工事に係る部分の工事請負金額 

CORINS 
工事名称、工期、施工場所、配置予

定技術者、ＪＶ構成、等 

検査済証 工期（末） 

ＪＶ協定書 ＪＶ構成比率 

建築確認（工事監理者欄） 

工事監理報告書（建築士法） 

施工者届（行政基準法細則等） 

現場代理人届（任意様式）等 

配置予定技術者 

経歴書 配置予定技術者 
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別紙３ 

３ セット方法 

 

 
 

・Ａ４版ファイル（左側２穴）に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記

入してください。 

・すべての申請書及び添付資料のデータを CD-R に保存し提出してください。 

・添付資料は各様式に記載した各項目の根拠となる資料を NO 順にインデックス

を付け添付し、添付資料の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。（会

社名、設計・工事名称、設計・工事工期、設計・建物概要（ＲＣ造共同住宅

（○階建以上））等が分かる資料。） 

 また、入札説明書４に掲げる資格があることを判断できるものとして、「機材

の品質・性能基準」による有効な評価書の写しを 1 機種分（機種は問わないも

のとする。）提出してください。（エレベーター製造事業者が複数いる場合はエ

レベーター製造事業者毎に１機種分提出してください。） 

・添付資料は設計図書を含め、原則すべてＡ４版両面とします。（判別が困難な

ようであれば、Ａ３版両面（Ａ４サイズにＺ折綴込み）としてください。な

お、Ａ３版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認で

きる部分を拡大コピー等した図面を添付してください。 

・両面コピー等を活用し、書類の減量化に努めてください。 

・各様式の前に白紙ページを挿入しインデックスを付けてください。（様式その

ものにはインデックスは付けない。） 

・ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。 

           以上  
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別紙４ 

 

低入札価格調査について 

 

１ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 366 条第２項の規定に基づ

き定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく

調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を

実施する。 

ここで、調査基準価格は、次に掲げる額。 

・ 7.5/10 から 9.2/10 までの範囲で定める割合を入札比較価格に乗じ

て求めた額。 

※調査基準価格は「工事費」から算出し、「保守管理業務費」は含めない

ものとする。 

 

２ 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、電子入札

にあっては、入札者に対し本件入札を「保留」する旨及び落札者は後日決

定する旨の通知を電子メール等で行い、電子入札以外にあっては、「保留」

と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 

 

３ 低入札価格調査においては、入札者（調査対象者）から以下の調査資料

を求める。 

(1) 当該価格で入札した理由 

(2) 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書① 

(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況（対象工事付近） 

(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況（対象工事関連） 

(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連（地理的条件） 

(6) 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況 

(7) 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係 

(8) 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況 

(9) 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係 

(10) 労働者の供給見通し（労務者の確保計画） 

(11) 労働者の供給見通し（工種別労務者の配置計画） 

(12) 確約書 

(13) 施工体制台帳 

(14) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 

(15) 経営内容（過去３年間の貸借対照表及び損益計算書） 

  ※１：必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。 

  ※２：一般調査対象者は、上記調査資料のほか、契約の内容に適合した

履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の添

付書類を併せて提出することができる。 

  ※３：上記(15)以外の調査資料は、機構の指定様式を使用し提出するこ

と。 
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４ 調査対象者においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して３日

以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に調査資料等を提出すること。 

 

５ 調査資料等提出後、速やかに、契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがないかを確認するため、低入札対象者の責任者（支店長、営業所

長等をいう。）から事情聴取を行う。事情聴取日時及び場所は対象となる

者に追って通知する。 

 

６ 低入札価格対象は、最低の価格をもって入札した（総合評価落札方式に

よる場合は最高評価値の者である）低入札調査対象者のほか、低入札調査

対象者に該当する複数者に並行して行うことがある。この場合、調査の対

象者はこれに協力しなければならない。 

 

７ 低入札調査対象者が提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又

は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札

（見積）心得書第７条第９項に違反するものとしてその者の入札は無効と

するとともに指名停止措置を講ずることがある。 

 

８ 低入札調査対象者が低入札価格調査において虚偽の調査資料等の提出

若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は第９項に記載する

監督の結果内容と低入札価格調査内容とが著しく乖離した場合（合理的な

乖離理由が確認できる場合を除く。）は、工事成績評定に厳格に反映する

とともに指名停止措置を講ずることがある。 

 

９ 低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き

継ぎ、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを

行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由につい

て確認を行う。 

 

10 当該調査の結果は、公表することがある。 

以 上  
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別紙５ 

 
 

確 認 書 

 

独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）と株式会社〇〇〇〇（以下「受

注者」という。）は、下記１の工事（以下「工事」という。）の契約に当たり、次のとお

り確認書を締結する。 

 

第１ 確認内容 

発注者は、工事の契約に当たり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由

として示した事項について、下記２の「低入札価格調査による確認事項」（以下「確認

事項」という。）のとおり発注者及び受注者が確認する。 

 

第２ 確認事項の履行 

受注者は、工事の施工に当たっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に

万全を期すものとする。 

 

第３ 工事成績評定の厳格化 

発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと

判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績

評定点を減ずる措置を行うものとする。 

 

第４ 品質及び安全の確保等に関すること 

  受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確

保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等

に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。 

また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障を

きたさないようにするものとする。 

 

第５ 変更契約に関すること 

受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実

に対応するものとする。 

   また、変更契約において、今回契約の査定（落札率）を勘案することを了承する

ものとする。 
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第６ その他 

   受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。 

 

記 

 

１ 契約対象工事名：０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事 

 

２ 低入札価格調査による確認事項（別紙） 

 

 

令和 年 月 日 

 

発注者 住所 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13番１号 

            独立行政法人都市再生機構西日本支社 

         氏名  支社長 高原 功 

 

受注者 住所  
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低入札価格調査による確認事項 

 

低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。 

 

１ 入札価格に関すること。 

・・・ 

 

２ 施工体制に関すること。 

・・・ 

 

３ 特記事項 

  ・・・ 

 

 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

1） 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することと

し、別紙については任意の様式としても構わない。 

2） 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、

材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、

確認方法を考慮した記載方法を工夫する。 

3） 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作

成方法の簡略化を図ること。 
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別紙６ 

                   

令和  年  月  日 
独立行政法人都市再生機構 西日本支社 
支社長 高原 功 殿 

所 在 地 
名 称 
代表者名         （押印不要） 

通 知 書 
 
 下記のとおり、建設業法第 20 条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負

代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 
 

記 
 
工事名：                                      
 
 □ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号） 
 発生するおそれのある事象※：（例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰 

 上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等の URL を記載又はファイルを別添 

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができな

いものを記載 
 
 □ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号） 
発生するおそれのある事象※：（例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等の URL を記載又はファイルを別添 

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができな

いものを記載 
                                          以 上 
 
その他連絡事項（空欄可）（自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等） 
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（注） 

１．本通知書については、建設業法施行規則第 13条の 14 第２項に規定する事象が発生するおそれがあ

ると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求

めるものではない。 

 

２．本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から契

約締結までに提出するものとする。 

 

３．「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動

において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作

成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者

の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意するこ

と。） 

 

４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第 20条の２第３項によ

り、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議

については、本件工事の請負契約の規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行

うものであることに留意すること。 

 

５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変

更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。 
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様式１ 

（単独用） 

 
 

競争参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

 支社長 高原 功 殿 

 

申請者 

 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代 表 者 氏 名             印 

                 連絡者 担 当 者 名 

                 電話・ＦＡＸ 

建設業許可番号  

機構登録番号        

 

令和８年３月19日付けで掲示のありました「０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他

工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構

達第95号）第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容につ

いては事実と相違ないことを誓約します。 

記 

 

様式２ 「設計実績」に係る資料 

様式３ 「施工実績」に係る資料 

様式４ 「予定配置技術者」に係る資料 

様式５ 「施工体制」に係る資料 

様式６～９ 「ＥＶ保守管理業務」に係る資料 

他） 

・設計提案書（２部） 

 

都市再生機構関西地区における令和７・８年度の一般競争参加資格「保全建築」又は「機械設置」の登録状

況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、上記の機構登録番号を記載） 

□登録済⇒上記の機構登録番号を記載 

添付書類 

・建設業許可通知書※１  

・建築士事務所登録証  

・保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書※２ 

・入札説明書記８に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面 様式 10※３ 

※１  発注工事に 対応する建 設 業法の許可業種に つき、許可 を 有しての営業年数 が５年以上 あ ることを確認する 資料として、

現時点及び前回の通知書を添付 して下さい。  

※２  保有する最新の経営規模 等評価結果通知書総合評定値通 知書を添付してください。  

※３  入札説明書記８に定める 社会保険等加入又は、適用除外 を証明する書面を添付してくだ さい。  

 

・   返信用封筒として、表に 連絡先の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の 料金（460 円）の切手を貼った

長３号封筒を申請資料と併せて 提出して下さい。  
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様式１ 
（JV 用） 

 
 

競争参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

 支社長 高原 功 殿 

 

申請者        特定建設工事共同企業体 

 

代表者 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代 表 者 氏 名             印 

                 連絡者 担 当 者 名 

                 電話・ＦＡＸ 

建設業許可番号  

機構登録番号        

 

令和８年３月19日付けで掲示のありました「０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他

工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構

達第95号）第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容につ

いては事実と相違ないことを誓約します。 

記 

 

様式２ 「設計実績」に係る資料 

様式３ 「施工実績」に係る資料 

様式４ 「予定配置技術者」に係る資料 

様式５ 「施工体制」に係る資料 

様式６～９ 「ＥＶ保守管理業務」に係る資料 

他） 

・設計提案書（２部） 

 

都市再生機構関西地区における令和７・８年度の一般競争参加資格「保全建築」又は「機械設置」の登録状

況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、上記の機構登録番号を記載） 

□登録済⇒上記の機構登録番号を記載 

添付書類 

・建設業許可通知書※１  

・建築士事務所登録証  

・ＪＶ協定書※２  

・保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書※３ 

・入札説明書記８に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面 様式 10※４ 

※１  発注工事に 対応する建 設 業法の許可業種に つき、許可 を 有しての営業年数 が５年以上 あ ることを確認する 資料として、

現時点及び前回の通知書を添付 して下さい。  

※ ２  Ｊ Ｖ に て 申 請 す る 場 合 に 、 Ｊ Ｖ 協 定 書 を 添 付 し て 下 さ い 。（ 申 請 受 付 段 階 の も の で 構 い ま せ ん ）  

※３  保有する最新の経営規模 等評価結果通知書総合評定値通 知書を添付してください。  

※４  入札説明書記８に定める 社会保険等加入又は、適用除外 を証明する書面を添付してくだ さい。  

 

 

・   返信用封筒として、表に 連絡先の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の 料金（460 円）の切手を貼った

長３号封筒を申請資料と併せて 提出して下さい。  
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様式２ 

（単独用） 

「設計実績」に係る資料 

会社名   

設計者名  
（設計業者が一員の場合）   

 

 設計名称<設計概要>※１ 設計始～設計終 添付書類※２・３ 

例

1 

○ ○ マ ン シ ョ ン エ レ ベ ー タ ー 設 置 そ の 他 工 事 実

施 設 計 業 務  

 

<RC 造 ・ 6 階 建 ・ 共 同 住 宅 に お け る Ｅ Ｖ 設 置 に

係 る 実 施 設 計 > 

H21.2.20 

～ H21.12.20 

・ 契 約 書  

・ 設 計 図 書  

 

※１ 建物に設置するエレベーターシャフトに係る実施設計で設計業務が完了している実績を記載して下さ

い。 

※２ 表の各項目の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所（会社名、

設計名称、設計工期、設計概要（建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計）等が分かる部分。）に「赤

マーク」を記載する。なお、添付書類の構成については「作成の手引き」を参照。 

※３ 設計共同体としての実績の場合、設計共同体協定書を添付すること。 
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様式２ 
（JV 用） 

 

「設計実績」に係る資料 

企業体名  特定建設工事共同企業体  

設計者名  
（設計業者が一員の場合）  

 

 

 設計名称<設計概要>※１ 設計始～設計終 添付書類※２・３ 

例

1 

○ ○ マ ン シ ョ ン エ レ ベ ー タ ー 設 置 そ の 他 工 事 実

施 設 計 業 務  

 

<RC 造 ・ 6 階 建 ・ 共 同 住 宅 に お け る Ｅ Ｖ 設 置 に

係 る 実 施 設 計 > 

H21.2.20 

～ H21.12.20 

・ 契 約 書  

・ 設 計 図 書  

 

※１ 建物に設置するエレベーターシャフトに係る実施設計で設計業務が完了している実績を記載して下さ

い。 

※２ 表の各項目の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所（会社名、

設計名称、設計工期、設計概要（建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計）等が分かる部分。）に「赤

マーク」を記載する。なお、添付書類の構成については「作成の手引き」を参照。 

※３ 設計共同体としての実績の場合、設計共同体協定書を添付すること。 
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様式３ 

（単独用） 

 

「施工実績」に係る資料一覧 

会社名  

 

NO 

工事件名 

<工事概要> 

※１ 

工期始 

～ 

工期終 

対象部分の金額 

（総額） 

配置 

技術者 
※２ 

添付資料 
※３ 

例 

１ 

○○マンションエレベーター

設置その他工事 

 

<RC 造・3 階建・ＥＶ設置工事

> 

H22.4.1 

～ 

H24.7.1 

○○○千円 

（○○○千円） 
施工太郎 

・ＪＶ協定書 

・契約書 

・設計図書 

・従事経歴書 

例 

２ 

○○マンション耐震改修工事 

 

<RC 造・5 階建・共同住宅・50

戸、耐震改修工事> 

R2.10.1 

～ 

R4.3.31 

○○○千円 

（○○○千円） 
工事二郎 

・CORINS 

・設計図書 

・内訳書 

・工事施工者届 

 

※１ 平成23年度以降（平成23年４月１日から申請書及び資料の提出日の前日まで）のうち、完成後

引渡を行った「別表」に示す施工実績について記載して下さい。 

 

※２ ※１のうち、今回工事の予定配置技術者が発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理

技術者又は国家資格を有する主任技術者の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、

氏名を記載して下さい。なお、記載例のとおり配置予定の技術者として複数の候補技術者を記載

することもできます。 

 

※３ 表の各項目の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該当箇

所（会社名、工事名称、工事工期、工事概要（ＥＶ設置、耐震改修、新築工事）、建物概要（○造、

○階、（共同住宅））、内訳書（EV 設置及び耐震改修の場合の対象工事部分の工事費）等が分かる部

分。）に「赤マーク」を記載して下さい。 

 

・CORINS に登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができま

す。（添付資料の構成については別紙３「申請書類作成の手引き」を参照下さい。） 

・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付して下さい。 
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様式３ 
（JV 用） 

 

「施工実績」に係る資料一覧 

企業体名 特定建設工事共同企業体  

 

 

会社名（代表者）  

NO 

工事件名 

<工事概要> 

※１ 

工期始 

～ 

工期終 

対象部分の金額 

（総額） 

配置 

技術者 
※２ 

添付資料 
※３ 

例 

１ 

○○マンションエレベーター

設置その他工事 

 

<RC 造・3 階建・ＥＶ設置工事

> 

H22.4.1 

～ 

H24.7.1 

○○○千円 

（○○○千円） 
施工太郎 

・ＪＶ協定書 

・契約書 

・設計図書 

・従事経歴書 

 

 

会社名（代表者以外）  

NO 

工事件名 

<工事概要> 

※１ 

工期始 

～ 

工期終 

対象部分の金額 

（総額） 

配置 

技術者 
※２ 

添付資料 
※３ 

例 

２ 

○○マンション耐震改修工事 

 

<RC 造・5 階建・共同住宅・50

戸、耐震改修工事> 

R2.10.1 

～ 

R4.3.31 

○○○千円 

（○○○千円） 
― 

・CORINS 

・設計図書 

・内訳書 

・工事施工者届 

 

※１ 平成23年度以降（平成23年４月１日から申請書及び資料の提出日の前日まで）のうち、完成後

引渡を行った「別表」に示す施工実績について記載して下さい。 

 

※２ ※１のうち、今回工事の予定配置技術者が発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理

技術者又は国家資格を有する主任技術者の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、

氏名を記載して下さい。なお、記載例のとおり配置予定の技術者として複数の候補技術者を記載

することもできます。 

 

※３ 表の各項目の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該当箇

所（会社名、工事名称、工事工期、工事概要（ＥＶ設置、耐震改修、新築工事）、建物概要（○造、

○階、（共同住宅））、内訳書（EV 設置及び耐震改修の場合の対象工事部分の工事費）等が分かる部

分。）に「赤マーク」を記載して下さい。 

 

・CORINS に登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができま

す。（添付資料の構成については別紙３「申請書類作成の手引き」を参照下さい。） 

・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付して下さい。 
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様式４ 

（単独用） 

 

「配置予定技術者」に係る資料（資格・従事状況） 

会社名  

 

氏名･職制 

ふ り が な  

氏名：              

（生年月日：昭和・平成  年（19  年）  月  日） 

法令による免許 
※１ 

一級建築士 

登録年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

登録番号  ：（           ）  

１級建築施工管理技士  

登録年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

登録番号  ：（           ）  

上記以外の資格（             ）  

登録年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

登録番号  ： (                   ）  

監理技術者資格者証  

交付年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

交付番号  ：（           ）  

監理技術者講習修了証  

修了年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

修了証番号：（           ）  

現
在
の
従
事
状
況
※
３ 

工事件名  

発注者名  

施工場所  

工  期 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

添付資料 
・法令による免許※１  

・雇用関係を証明する書類※２ 

 

※１  一級建築士、１級建築施工管理技士等 の免許証または合格証明書等を添付してください。  

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付してください。  

なお、配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以

外でも記入してください。 

 

※２  雇用関係を証明する書類として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保

険者証、または在籍証明書（代表印または社印を押印したもの）等を添付してください。なお、保険番号

及び被保険者等記号・番号、報酬額、本籍等住所、本人以外の氏名について記載がある場合は、必ず復元

できない程度のマスキングをしてください。  

 

※３ 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入してください。（当該

欄については添付資料なしで結構です。） 

 

・配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。 

・複数の候補技術者を申請することもできますが、その場合は本様式を候補技術者毎に作成してください。 

・必要に応じて同種工事施工実績の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該

当箇所（会社名、設計名称、設計工期、設計概要（建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計）等が分

かる部分。）に「赤マーク」を記載してください。 
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様式４ 
（JV 用） 

 

「配置予定技術者」に係る資料（資格・従事状況） 

企業体名 特定建設工事共同企業体  

会社名  

 

氏名･職制 

ふ り が な  

氏名：              

（生年月日：昭和・平成  年（19  年）  月  日） 

法令による免許 
※１ 

一級建築士 

登録年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

登録番号  ：（           ）  

１級建築施工管理技士  

登録年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

登録番号  ：（           ）  

上記以外の資格（             ）  

登録年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

登録番号  ： (                   ）  

監理技術者資格者証  

交付年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

交付番号  ：（           ）  

監理技術者講習修了証  

修了年月日：昭和 ･平成   年  月  日  

修了証番号：（           ）  

現
在
の
従
事
状
況
※
３ 

工事件名  

発注者名  

施工場所  

工  期 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

添付資料 
・法令による免許※１  

・雇用関係を証明する書類※２ 

 

※１  一級建築士、１級建築施工管理技士等 の免許証または合格証明書等を添付してください。  

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付してください。  

なお、配置予定技術者の資格として、主任技術者又は監理技術者となりうる国家資格等であれば、上記以

外でも記入してください。 

 

※２  雇用関係を証明する書類として、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保

険者証、または在籍証明書（代表印または社印を押印したもの）等を添付してください。なお、保険番号

及び被保険者等記号・番号、報酬額、本籍等住所、本人以外の氏名について記載がある場合は、必ず復元

できない程度のマスキングをしてください。  

 

※３ 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入してください。（当該

欄については添付資料なしで結構です。） 

 

・配置予定技術者とは、専任となる主任技術者又は監理技術者をいう。 

・複数の候補技術者を申請することもできますが、その場合は本様式を候補技術者毎に作成してください。 

・ＪＶで申請の場合、構成者毎に作成してください。 

・必要に応じて同種工事施工実績の根拠となる書類を添付資料として本様式の後ろに付け、添付資料中の根拠該

当箇所（会社名、設計名称、設計工期、設計概要（建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計）等が分

かる部分。）に「赤マーク」を記載してください。 
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様式５ 

「施工体制」に係る資料（契約不適合処理体制） 

申請者名 

（JV の場合は企業体名） 
 

 

契約不適合処理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・上図を参考として、以下①～③をフローチャートで示してください。 

①   機構から申し入れる「契約不適合窓口」 

②   契約不適合処理（調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録） 

③   契約不適合処理における機構への「報告窓口」  

(承 認 ) 

 
(報 告 ) 

（依頼・指示） 

担 当 者 決 定  

（ 施 工 担 当 所 長 ）  

契 約 不 適 合 調 査 （ 現 状 調 査 ）  

契 約 不 適 合 補 修 計 画 の 作 成  

・ 施 工 方 法 検 討  

・ 施 工 工 期 検 討  

・ 設 計 検 討  

応 急 処 置 の 実 施  

（ 代 理 人 ）  

契 約 不 適 合 補 修 計 画 の 決 定 及

契 約 不 適 合 補 修 計 画 の 決 定 及

び 実 施 、 工 事 管 理 の 実 施  

機構 契約不適合処理

検 査 ・ 記 録  

承 継  施 主 （ お 客 様 ） 立 会 い  

契 約 不 適 合 処 理 報 告 書 作 成  

契 約 不 適 合 処 理 後 の 報 告  

施 主 （ お 客 様 ） 連 絡  

契 約 不 適 合  

処 理 担 当  

NO 
YES 

契 約 不 適 合 処

理 担 当  

(報 告 書 の 提 出 ) 

検 査 担 当  

契 約 不 適 合 処 理 受 付 （ 担 当 窓 口 ）  

東 京 都     ： ○ ○ 建 設 東 京 支 店 営 繕 部 サ ー ビ ス 課  （ TEL○ ○ ○ -○ ○ ○ ）  

神 奈 川 ・ 埼 玉  ： ○ ○ 建 設 関 東 支 店 工 事 部 工 事 課    （ TEL○ ○ ○ -○ ○ ○ ）  

関 西 地 域    ： ○ ○ 建 設 関 大 阪 店 工 事 部 工 事 課    （ TEL○ ○ ○ -○ ○ ○ ）  

（ 契 約 不 適 合 再 発 防 止

策 ）  

契 約 不 適 合 内 容 把 握 及 び 原 因
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様式５ 

「施工体制」に係る資料（施工体制・品質管理体制） 

 
申請者名 

（JV の場合は企業体名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・上図を参考として、施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門（品質管理に関する社内体制及び実際の施

工における品質管理体制）がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を作成してください。 

※ 品質管理部門の責任者等については、申請時点での個人の特定は必要ありません。（氏名の記載は不要です。） 

施工体制及び品質管理体制（施工体制等組織図）  

施工支援 

 
作業所 

 
 

品質管理部門※  

 
 

機 材 部  

(品 質 管 理 担 当 者 )  

監督員

（UR） 

・ 技 術 シ ー ト  

・ 工 種 別 施 工 基 準  
施 工 品 質 管 理 表  

サ ブ コ ン ト ラ ク タ ー  

技 術 部  

工 業 化 生 産 部  

設 備 管 理 部  

技 術 開 発 部  

技 術 研 究 所  

設 計 技 術 部  

施 工 管 理 責 任 者 (監 理 技 術 者 ) 

型 枠 工 事 係  

鉄筋工事係  

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 事 係  

Ｐ Ｃ 工 場  

品 質 管 理 責 任 者  
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様式６ 

 

エレベーターの保守管理業務に係る確認書 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

支社長 高原 功 殿 

 

 

工事名称 ０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事 

工事場所 神戸市須磨区南落合２丁目２番 

工事完了予定時期 令和１０年３月 

エレベーター設置団地及び基数 落合第二団地（11基） 

 

 

競争参加資格確認申請者（以下「申請者」という。）及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標

記の工事に係るエレベーターについて、独立行政法人都市再生機構と保守管理会社との契約により保守

管理会社が実施する保守管理業務について下記の体制等が求められていることを確認いたします。 

 

記 

 

１  保守管理会社が行うエレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における設計図書の別添

「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」（以下「保守管理業務仕様書等」とい

う。）によるフルメンテナンスとする。 

 

２  エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後 20 年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急

激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場

合及び第３項の場合を除き、後日、行われる入札において決定（落札した額に消費税及び地方消費税

相当額を含んだ額）した額（以下「決定額」という）とする。 

なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該

保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後 20 年間の保守管理業務の費用の

合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後

20 年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係

る供用開始後 20 年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。 

また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開

始後 20 年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。 

ただし、保守管理業務の費用について供用開始後 3ヶ月を経過する日の属する月の月末までは無償と

する。 

 

３  上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が

増減した場合は、増減後の基数に応じた決定額に変更し協定書を締結する。 
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４  第２項の保守管理業務の実施期間が満了したときは、機構と保守管理会社とが協議の上、必要

に応じ更新する。 

 

５ 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。 

(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有

する者であること。 

(2) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく当該機器の保守技術資料の保有及び交換用部品

の調達等並びに技術者の派遣と 24時間出動可能な体制及び故障時等の緊急時には原則として通報

を受けてから 30 分以内（ただし、広域災害の場合は除く）に初期の現地対応が可能な体制を工事

完成までに有すること。 

なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。 

(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式（機械室あり又は機械室な

し）の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完

成までに有すること。 

(4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構関西地区における令和７・８年度の物品購入等の契約

に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有す

ると認定された者であること。 

 

 

令和○○年 ○○月○○日 

  申請者    住所 

名称   

代表者                              印 

 

  保守管理会社 住所 

名称   

代表者                              印 
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様式７ 

令和 年 月 日  

エレベーター保守管理業務関係申告書 

 

エレベーター設置団地名 

及び基数 
落合第二団地（11基） 

保 守 管 理 会 社 名  

登 録 状 況 

（サービスまたはその他） 

登録番号：         登録年月日： 

登録部門： 

本 社 

所 在 地  

電 話 番 号 

（ Ｆ Ａ Ｘ ） 
 

監 視 

セ ン タ ー 

所 在 地  

電 話 番 号 

（ Ｆ Ａ Ｘ ） 
 

体 制 等 

平日：○名 

日祭日及び夜間（○時～○時）：○名 

地震発生時等の対応応援者：○名 

保守管理の

拠点となる

事 務 所 等 

所 在 地  

電 話 番 号 

（ Ｆ Ａ Ｘ ） 
 

体 制 等 
平日：技術者○名、その他○名 

日祭日及び夜間（○時～○時）：技術者○名、その他○名 

緊急時の拠

点となる事

務 所 等 

（ 注 ３ ） 

所 在 地  

電 話 番 号 

（ Ｆ Ａ Ｘ ） 
 

体 制 等 
平日：技術者○名、その他○名 

日祭日及び夜間（○時～○時）：技術者○名、その他○名 

交換用部品

の保管、供

給 場 所 

所 在 地  

電 話 番 号 

（ Ｆ Ａ Ｘ ） 
 

体 制 等 
平日：技術者○名、その他○名 

日祭日及び夜間（○時～○時）：技術者○名、その他○名 

 

（注１） 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。 

（注２） 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。 

（注３） 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから 30 分以内（ただ

し、広域災害の場合は除く）に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載

すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場

合は、地図等を添付すること。 

（注４） 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。 

（注５） 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。 

（注６） この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。 
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様式８ 

 

令和 年 月 日  

遠隔点検仕様申告書 

 

エレベーター設置団地名及び基数 落合第二団地（11基） 

保 守 管 理 会 社 名  

 

遠隔点検Ⅱ併用式 

区 

分 
対象項目 

作業 

項目 

番号 

遠隔点検内容 遠  隔  点  検  要  領 備     考 

昇降機の仕様

に基づく適合

の有無 

機

械

室

又

は

昇

降

路 

盤      類 

３ 
制御盤の温度の異常の

有無を点検する。 

制御盤内に設置された温度センサーの温度レベ

ルに異常が無いか確認する。 

温度センサーの設定

温度及び設置位置は

製造者の標準仕様と

する。 

 

5,6 
制御状態の異常の有無

を点検する。 

マイコンの動作状態及び主回路等の接触器が ON

又は OFF 指令後、正常に作動しているか確認す

る。 

マイコン回路等のセ

ルフチェック機構を

利用する。 

 

電 磁 ブ レ ー キ 

１ 

電磁ブレーキ動作状態

の異常の有無を点 

検する。 

走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又は

かごが走行するか確認する。 

停止指令後、一定時間内にブレーキが締結する

か、又はかごが停止するか確認する。 

モーターの回転パル

ス、ブレーキ制御リレ

ーの信号等を遠隔確

認する。 

 

昇 

降 

路 

運 行 状 態 
２ 

走行速度に異常が無い

か点検する。 

走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認す

る。 
  

３ 
かごの着床状態を点検

する。 

かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確

認する。 
  

か   ご   室 

３ 
行き先ボタンの動作状

態を点検する。 

行き先ボタンが連続して押されていないか（復帰

しない状態でないか）確認する。 
  

戸 開 閉 機 構 

2,10 
かご戸の開閉状態を点

検する。 

戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まり

きるまでの時間が設定時間を超えていないか確

認する。 

設定時間は、製造者の

標準仕様による。 
 

３ 
各階乗場戸の開閉状態

を点検する。 

戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まり

きるまでの時間が設定時間を超えていないか確

認する。 

設定時間は、製造者の

標準仕様による。 
 

４ 
各階ﾄﾞｱｽｲｯﾁの動作状態

を点検する。 

ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致

しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドア

スイッチが ON しているか確認する。 

設定時間は、製造者の

標準仕様による。 
 

５ 

セフティーシューの動

作状態の異常の有無を

点検する。 

セフティーシューが作動している状態が継続し

ていること又は作動しないで反転したことを確

認する。 

  

８ 
ゲートスイッチの作動

状態を点検する。 

ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一

致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲ

ートスイッチが ON しているか確認する。 

設定時間は、製造者の

標準仕様による。 
 

13 
インターロック機構の

作動の良否を点検する。 

ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致し

ない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアス

イッチが ON しているか確認する。 

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ機構の作動の

良否 
 

昇 降 路 内      

１ 
安全スイッチの動作状

態を点検する。 

運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチ

が異常動作していないか確認する。 
  

乗

場 

乗      場 
２ 

呼びボタンの動作状態

を点検する。 

呼びボタンが連続して押されていないか（復帰し

ない状態でないか）確認する。 
  

そ 

の 

他 

遠 隔 装 置      

２ 
遠隔監視ｼｽﾃﾑの発信装

置を点検する。 

遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確

認する。 
  

（注１） 保守管理会社が複数者いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。 

（注２） 申請時点における適否（○もしくは×）を記載すること。 
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様式９ 

保全工事に係る施工マニュアル記載事項例 

 

○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。 

 

Ⅰ．工事にあたっての留意事項について 

１心構え、みだしなみ 

２居住者又は、近隣に対する周知方法 

３居住者又は、近隣に対する安全管理 

４作業員に対する安全衛生管理 

５緊急時の対応 

６工事関係車両の走行及び駐車のマナー 

７資材・機器の搬入及び搬出 

８工事騒音や振動等に対する対策 

９工事完了時の留意事項 

 

Ⅱ．施工管理について 

１工程管理 

２品質管理 

３社内検査体制 
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様式 10 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

支社長 高原 功 殿 

住 所 

商 号 

代表者 

 

適用除外誓約書 

 

別紙の理由により、「○○○○工事」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に

規定する届出の義務を有する者には該当しません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、誓約します。 

 

（健康保険・厚生年金保険） 

□従業員５人未満の個人事業所であるため。 

□従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 

□その他の理由 

 

 

 

 

（「その他の理由」を選択した場合） 

令和〇年〇月○日、関係機関（○○年金事務所○○課）に問い合わせを行い判断しました。 

（雇用保険） 

□役員のみの法人であるため。 

□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。 

□その他の理由 

 

 

 

（「その他の理由」を選択した場合） 

令和〇年〇月○日、関係機関（ハローワーク○○ ○○課）に問い合わせを行い判断しま

した。 
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別添１ 

０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事における 

設計・施工に関する覚書  
 
１ 工事名称  

２ 工事場所  

３ 予定工期        年  月  日から  
年  月  日まで  

 
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○○設計

事務所】とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交

換する。  
〔注：【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同

じ。〕  
この覚書交換の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印

の上、各自１通を保有する。  
〔注：設計専業業者を申込者の一員とする場合は、３通とする。〕  
 

年  月  日  
 

発注者         住 所  
氏 名               印  

受注者         住 所  
氏 名               印  

【（設計者）     住 所  
氏 名               印】  

 
（総則）  

第１条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるもの

とする。  
（本覚書の対象工事等）  
第２条  本覚書で定める対象工事等は次に掲げる工事とする。ただし、契約予定

工期は補助金交付時期等の要因により変更する場合がある。  
一 ○○中層エレベーター設置附帯工事（当初工事）  
契約予定金額：***,***,***円  
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  *,***,***円）  
予定工期  ：令和○年○月～令和○年○月  
二  ○○中層エレベーター設置工事実施設計（契約予定工事）  
設計費：別紙「実施設計業務に係る確認書」のとおり。   
予定工期  ：令和○年○月○日～令和○年○月○日  
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三  ○○中層エレベーター設置工事（契約予定工事）  
契約予定金額：***,***,***円  
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  *,***,***円）  
契約予定時期  ：平成○年○月  
２  本覚書対象工事等の内容は、発注者が交付した入札説明書及びその添付

資料、並びに入札手続きにおける各種資料によるものとする。  
（本覚書の有効期限等）  

第３条  本覚書の有効期限は、前条に規定するすべての工事が完成した日とす

る。  
２  本覚書は、前項に定める期限内において工事請負契約を締結していない

期間においても有効とする。  
（実施設計）  

第４条 受注者は、別紙実施設計業務に係る確認書（以下「確認書」という。）

を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、

この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、○年○月○日までに実施設

計図書（確認書の設計仕様書による）を完成し、発注者に提出しなければな

らない。  
２ 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完

了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注

者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。  
３ 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して

発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を

設計の完了とみなして同項の規定を適用する。  
４ 発注者は、実施設計の完了確認後に行う次条の工事請負契約締結後、工事

請負契約における前金払又は部分払の規定に基づき、確認書に規定する設計

費を受注者【（設計者を除く。以下、この項において同じ。）】に支払う。この

場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払

金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対す

る設計費の請求を受注者に委任するものとする。  
（工事請負契約の締結）  

第５条 発注者及び受注者【（設計者を除く。以下、この条において同じ。）】は、

本覚書締結後、速やかに、当初工事の工事請負契約を締結するものとする。  
２ 発注者及び受注者は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、

本覚書に定める契約予定工事（実施設計費含む）の金額をもって、当初工事

請負契約に対する変更契約を締結する。なお、受注者は、これを拒むことは

できない。  
（解除に関する事項）  

第６条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することがで

きる。  
２ 前項の解除に関する取扱いのうち、実施設計業務に関することについて
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は、確認書の定めによるものとする。  
（その他）  

第７条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。  
以 上  
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別紙  

実施設計業務に係る確認書  
 
１ 履行期間  覚書による。  
２ 設計費   金     円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金   円）  
［注：この確認書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の

上決定する。］  
３ 支払条件  覚書による。  
４ 建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の３の３に定める記載事項  

別添のとおり。  
 
（総則）  

第１条 発注者及び受注者は、この確認書等（この確認書、設計仕様書及び頭

書の覚書をいう。以下同じ。）に基づき、設計仕様書（別冊の図面、仕様書、

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日

本国の法令を遵守し、この確認書等を履行しなければならない。 

２ 受注者は、この確認書等に記載の業務（以下「業務」という。）を覚書第２

条第１項に規定する履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し、確認

書等の目的物（以下「成果物」という。）を発注者に引き渡すものとし、発注

者は、覚書第４条第４項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。  
３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受

注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。こ

の場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を

行わなければならない。  
４ 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは

発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一

切の手段をその責任において定めるものとする。  
５ 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認

書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発

注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当

該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、

発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者

を通じて行わなければならない。  
（指示等及び協議の書面主義）  

第２条 この確認書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、

質問、回答及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければ

ならない。  
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者

及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合
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において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、７日以

内にこれを相手方に交付するものとする。  
３ 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行う

ときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。  
（権利義務の譲渡等）  

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又

は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、

この限りでない。  
２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を

含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しては

ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。  
（秘密の保持）  

第４条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。  
２ 受注者は、発注者の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上

で得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはな

らない。  
（著作権の帰属）  

第５条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」と

いう。）が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著

作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、著作権法第２章及び第

３章に規定する著作者の権利（以下、この条から第９条までにおいて「著作

権等」という。）は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び

受注者の共有に帰属するものとする。  
（著作物等の利用の許諾）  

第６条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。

この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の

第三者に許諾してはならない。  
一 成果物を利用して建築物を１棟（成果物が２以上の構えを成す建築物の

建築をその内容としているときは、各構えにつき１棟ずつ）完成すること。  
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、

運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若し

くは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第

三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせる

こと。  
２ 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。  

一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。  
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り

壊すこと。  
（著作者人格権の制限）  
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第７条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表

することを許諾する。  
２ 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、

発注者の承諾を得たときは、この限りでない。  
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。  
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。  

３ 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第１項及び第20条第１項

の権利を行使しないものとする。  
（著作権等の譲渡禁止）  

第８条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第２章及び第３章に

規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。  
（著作権の侵害の防止）  

第９条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害す

るものではないことを、発注者に対して保証する。  
２ 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三

者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないとき

は、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。  
（一括再委託等の禁止）  

第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した

部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。  
２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき

は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しよう

とするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽

微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。  
３ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の

商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。  
（特許権等の使用）  

第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法

令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象とな

っている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わな

ければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、

設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存

在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用

を負担しなければならない。  
（管理技術者）  

第12条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名そ

の他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した

ときも、同様とする。  
２ 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほ
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か、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、次条第１項の

請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４項の

通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく

受注者の一切の権限を行使することができる。  
３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理

技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当

該権限の内容を発注者に通知しなければならない。  
（管理技術者等に対する措置請求）  

第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第２項の規

定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実

施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。  
２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に

ついて決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しな

ければならない。  
（履行報告）  

第14条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行につい

て発注者に報告しなければならない。  
（貸与品等）  

第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品

等（以下「貸与品等」という。）の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、

設計仕様書に定めるところによる。  
２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から７日

以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。  
３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。  
４ 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の

変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。  
５ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその

返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若し

くは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 
（設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務）  

第16条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者

と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請

求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該

不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由による

ときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計

費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。  
（条件変更等）  
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第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実

を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなけ

ればならない。  
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しな

いこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。  
二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。  
三 設計仕様書の表示が明確でないこと。  
四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実

際と相違すること。  
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできな

い特別な状態が生じたこと。  
２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲

げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなけれ

ばならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会い

を得ずに行うことができる。  
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終

了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、そ

の期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注

者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。  
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合におい

て、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更

を行わなければならない。  
５ 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発

注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  
（設計仕様書等の変更）  

第18条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、

設計仕様書又は業務に関する指示（以下この条において「設計仕様書等」と

いう。）の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができ

る。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間

若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。  
２ 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協

議して定める。  
（業務の中止）  

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通

知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。  
２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要が

あると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が
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業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この

場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。  
（受注者の請求による履行期間の延長）  

第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業

務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者

に履行期間の延長変更を請求することができる。  
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認

められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行

期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費に

ついて必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。  
（発注者の請求による履行期間の短縮等）  

第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、

履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。  
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計費

を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。  
（適正な履行期間の設定）  

第21条の２ 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従

事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得な

い事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければ

ならない。  
（履行期間の変更方法）  

第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、

受注者に通知する。  
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知するものとする。  
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第20条の場合にあって

は、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受

注者が履行期間の変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通

知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知すること

ができる。  
（設計費の変更方法等）  

第23条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、

受注者に通知する。  
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知するものとする。  
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ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

ることができる。  
３ この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害

を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注

者とが協議して定める。  
（一般的損害）  

第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生

じた損害（次条第１項又は第２項に規定する損害を除く。）については、受注

者がその費用を負担する。ただし、その損害（設計仕様書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに

帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。  
（第三者に及ぼした損害）  

第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対し

て損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担す

る。  
２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額（設計仕様書に定めると

ころにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の

指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の

指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由がある

ことを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。  
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合に

おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。  
（設計費の変更に代える設計仕様書の変更）  

第26条 発注者は、第11条、第16条から第21条まで、又は第24条の規定により

設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由が

あるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を

変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注

者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議

が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。  
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべ

き事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を

通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ

とができる。  
（契約不適合責任）  

第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、

成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
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ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は履行の追完を請求することができない。  
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでな

いときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること

ができる。  
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告を

し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に

応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することが

できる。  
一 履行の追完が不能であるとき。  
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。  
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間

内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合にお

いて、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。  
四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても

履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。  
（発注者の任意解除権）  

第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条及び第30条の規定による

ほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。  
２ 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、受注者に

損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合にお

ける賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。  
（発注者の催告による解除権）  

第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間

を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの覚書を解

除することができる。  
一 第３条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三

者に承継させたとき。  
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと

き。  
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務の履行を完了する

見込みがないと認められるとき。  
四 管理技術者を配置しなかったとき。  
五 正当な理由なく、第27条第１項の履行の追完がなされないとき。  
六 前各号に掲げる場合のほか、この覚書に違反したとき。  

（発注者の催告によらない解除権）  
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ

の覚書を解除することができる。  
一 第３条の規定に違反して債権を譲渡したとき。  
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二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により

覚書の目的を達成することができないとき。  
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した

とき。  
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一

部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分の

みでは覚書を交換した目的を達することができないとき。  
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合

において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。  
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が

前条の催告をしても覚書を交換した目的を達するのに足りる履行がされる

見込みがないことが明らかであるとき。  
七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同

じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。  
八 第32条及び第33条の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。 
九   受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。  
イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である

場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等

の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が

暴力団員であると認められるとき。  
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められるとき。  
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。  
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。  
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれ

かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。  
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の

契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が

受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと
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き。  
 十 第37条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。  
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第 31条 第 29条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をするこ

とができない。  
（受注者の催告による解除権）  

第32条 受注者は、発注者がこの覚書に違反したときは、相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この覚書を解除する

ことができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの

覚書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。  
（受注者の催告によらない解除権）  

第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を

解除することができる。  
一 第 18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が３分の２以上

減少したとき。  
二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の５（履行期間の

10分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業

務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３

月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。  
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第 34条 第 32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、受注者は、前２条の規定による覚書の解除をするこ

とができない。  
（解除の効果）  

第35条 この覚書が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び

受注者の義務は消滅する。  
（解除に伴う措置）  

第36条 受注者は、この覚書が解除された場合において、第15条の規定による

貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき

損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代え

てその損害を賠償しなければならない。  
２ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ

の覚書の解除が第29条、第30条又は次条第３項によるときは発注者が定め、

第 32条又は第 33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定め

るものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ

いては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。  
（発注者の損害賠償請求等）  

第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによ
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って生じた損害の賠償を請求することができるものとする。  
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。  
二 成果物に契約不適合があるとき。  
三 第 29条又は第 30条の規定により業務の完了後にこの覚書が解除された

とき。  
四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は

債務の履行が不能であるとき。  
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額（この覚書交換後、請負代

金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同

じ。）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支

払わなければならない。  
一 第 29条又は第 30条の規定により業務の完了前にこの覚書が解除された

場合  
 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由

によって受注者の債務について履行不能となった場合  
３ 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第２号に該当する

場合とみなす。  
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平

成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人  
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法

（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人  
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法

（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等  
４ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、

設計費につき、遅延日数に応じ、年（365日当たり）３パーセントの割合で計

算した額を請求することができるものとする。  
５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、覚書第３条に規定する工事請負契

約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求

するものとする。  
（談合等不正行為があった場合の違約金等）  

第37条の２   受注者（設計共同体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場

合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代

金額の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わ

なければならない。  
一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規

定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８

条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に

対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用
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する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令

が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下こ

の条において同じ。）。  
二   納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除

措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団

体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対

する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、

各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次

号及び次項第２号において同じ。）において、この確認書に関し、独占禁

止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての

事業活動があったとされたとき。  
三   前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止

法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた

期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合におい

て、この確認書が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取

引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納

付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。  
四   この確認書に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。次項第２号において同じ。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の

６又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する

刑が確定したとき。  
２ この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、

受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に

相当する額のほか、請負代金額の100分の５に相当する額を違約金として発

注者の指定する期間内に支払わなければならない。  
一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占

禁止法第７条の３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。  
二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に

規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であるこ

とが明らかになったとき。  
３   受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、

受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年

（365日当たり）３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支

払わなければならない。  
４ 受注者は、この確認書の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を

免れることができない。  
５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額

- 68 -



 

を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求する

ことを妨げない。  
６ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、覚書第３条に規定する工事請負契

約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求

するものとする。  
（受注者の損害賠償請求等）  

第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払

いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、

年（365日当たり）2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを

発注者に請求することができる。  
（契約不適合責任期間等）  

第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築

物の工事完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の

請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条にお

いて「請求等」という。）をすることができない。  
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根

拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確

に告げることで行う。  
３ 第１項において受注者が負うべき責任は、覚書第２条第２項の規定による

検査に合格したことをもって免れるものではない。  
４ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下こ

の項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合

を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が

経過する日までに第２項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不

適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。  
５ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約

不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められ

る請求等をすることができる。  
６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたもの

であるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民

法の定めるところによる。  
７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
８ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、

第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該

契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契

約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。  
９ 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示

又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適

合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載

内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなか
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ったときは、この限りでない。  
（賠償金等の徴収）  

第40条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指

定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の

指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年（365日当たり）３パ

ーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費と

を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。  
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（365

日当たり）３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。  
（紛争の解決）  

第 41条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定める

ものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服が

ある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた

場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあ

っせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要す

る費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除

き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。  
２ 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者

の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に

関する紛争については、第13条第２項の規定により受注者が決定を行った後

若しくは同条第４項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しく

は受注者が決定を行わずに同条第２項若しくは第４項の期間が経過した後で

なければ、発注者及び受注者は、第１項のあっせん又は調停の手続を請求す

ることができない。  
３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めると

きは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者と

の間の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第109号）に基づく訴えの提起

又は民事調停法（昭和 26年法律第222号）に基づく調停の申立てを行うこと

ができる。  
４ 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により

行う発注者と受注者との間の協議に第１項の調停人を立ち会わせ、当該協議

が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合にお

ける必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。  
（適用法令）  

第42条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。

この確認書等により、又はこの確認書等に関連して発生した債権債務につい

ては、この確認書等に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。  
（契約外の事項）  

第43条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受

注者とが協議して定める。  
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（別添） 建築士法 (昭和２５年法律第２０２号 )第２２条の３の３に定める

記載事項  
 
対象となる建築物の概要   

業務の種類、内容及び方法   

 

作成する設計図書の種類   

 

設計に従事することとなる建築士・建築設備士 

【氏名】  

【資格】：（     ）建築士  【登録番号】：  

【氏名】  

【資格】：（     ）建築士  【登録番号】：  

（建築設備の設計に関し意見を聴く者）  

【氏名】  

【資格】：（     ）設備士  【登録番号】：  

      （     ）建築士 

※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士 である場合には

その旨記載する。 

 

建築士事務所の名称   

建築士事務所の所在地   

区分（一級、二級、木造） （    ）建築士事務所 

開設者氏名 
  

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名） 

 

設計業務の一部を委託する場合の委託先 

 

 [委託する業務の概要] 

 [委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分] 

 [開設者の氏名又は名称（法人の場合は法人名称及び代表者の氏名）] 
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別添２ 
 

 

０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事における 

エレベーター保守管理業務に関する覚書 

 

１ 契約名称 ０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事 

２ 履行場所 神戸市須磨区南落合２丁目２ 

３ エレベーター設置団地及び基数 落合第二団地（11基） 

 

独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）と○○建設株式会社（以下「受注者」とい

う。）とは、本日受注者が落札した頭書の契約のうちエレベーターの保守管理業務について、次の

とおり覚書を交換する。 

 

（保守管理業務に関する協定書の締結） 

第１条 受注者は、発注者の提示する工事の入札における入札説明書に基づいて、頭書の契約に基

づき実施するエレベーター設備工事（以下「工事」という。）の完了時までに入札説明書様式11に

示すエレベーターの保守管理業務に関る協定（以下「協定」という。）を締結しなければならない。

この場合において、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日ごとに協定の締

結を行うものとする。 

２ 前項に定める協定の締結は、入札説明書様式12に示すエレベーターの保守管理業務（以下「保

守管理業務」という。）を行う者（以下「保守管理会社」という。）を含む三者間で締結するものと

する。 

３ 前項の場合において、保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社ごとに協定を締結する

ものとする。 

 

（保守管理業務の費用） 

第２条 協定で定める保守管理業務の費用は、頭書の契約の入札において決定した保守管理業務費用

の額（落札した額に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額をいう。以下「決定額」という。）とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合 

二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合 

三 工事の完了時までに、頭書のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベ

ーターの基数が増減した場合 

２ 前項第１号及び第２号の規定に該当したときは、発注者と受注者とで協議の上、決定額を変更する

ものとし、前項第３号の規定に該当したときは、その増減数に応じた決定額に変更するものとする。 

３ 前条第３号に基づき複数の協定を締結するときは、締結する全ての協定における保守管理業務の費

用の合計額は、決定額と同額とする。 

（その他） 

第３条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるもの

とする。 
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別添２ 
 

 

この覚書交換の証として、本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

発注者    住 所 

氏 名               印 

受注者    住 所 

氏 名               印 
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別添３ 

協  定  書 

工事名称 ０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事 

工事場所 神戸市須磨区南落合２丁目２  

工事完了予定時期 令和 10 年３月 

エレベーター設置団地、基数 落合第二団地（11基） 

 

独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）、○○建設株式会社（以下「受注者」という。）

及び○○保守管理会社（以下「保守管理会社」という。）は、受注者が発注者から受注した頭書の工事に

係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベータ

ーの保守管理の体制等を次のとおりとすることとし、本協定を締結する。 

 

記 

 

１  エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における設計図書の別添「昇降機保守管理契

約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」（以下「保守管理業務仕様書等」という）によるフルメン

テナンスとする。 

２  エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後 20 年間とし、保守管理業務の費用は、物価

の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更があ

る場合及び次項に定める場合を除き、○号機：○○○○○円／月・基（消費税及び地方消費税相当額

を含む。）、○号機：○○○○○円／月・基（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。ただし、

エレベーターの供用を開始する令和○年〇月○日から３ヶ月を経過する日の属する月の月末までは

無償とする。 

３  供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベ

ーターの基数が増減した場合における保守管理業務の費用は、増減後の基数に応じた額に変更する

ものとする。 

４  第２項に定める保守管理業務の実施期間が満了したときは、発注者と保守管理会社が協議の上、必

要に応じ更新する。 

 

この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

令和○○年○○月○○日 

  発注者  住所 

名称  独立行政法人都市再生機構西日本支社 

支社長 高原 功  印 

  受注者  住所 

名称             

代表者                              印 

  保守管理会社  住所 

名称   

代表者                              印 
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質問書様式（A4横）

NO 図面番号 質問

1

2

3

4

5

6

7

8

　　　　　　　　　　　○/○

○○○○工事　質問書（全　枚）○○建設

別添４
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別添５ 

入 札 書 

 

金        円也 

 

上記の内訳 

 

工事費入札価格     金      円也 

 

保守管理業務費     金      円也 （金     円／月也） 

 

 

ただし、(工事等名)  ０８－落合第二団地中層ＥＶ設置その他工事                       

 

上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、工事等請負契約書案、入札心

得書、入札説明書及び現場説明書を承諾の上、入札します。 

 

令和  年  月  日 

 

住  所 

氏  名         印※１ 

代理人氏名 

 

 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 

 支社長 高原 功 殿 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：株式会社都市機構〇部〇〇 

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：株式会社都市機構〇部〇〇 

※２ 連絡先（電話番号）１ ： 000-0000-0000 

連絡先（電話番号）２ ： 000-0000-0000 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。 
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